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児
童
手
当
の
届
け
出

　

す
で
に
受
給
し
て
い
る
世
帯
は
、
新

た
な
申
請
は
不
要
で
す
。
出
生
や
転
入

な
ど
で
新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
場

合
は
、
15
日
以
内
に
児
童
家
庭
課
か
各

出
張
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
書
類
な
ど
は
、
事
前
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象　

０
歳
〜
中
学
３
年
の
子
を
養
育

し
て
い
る
父
や
母
な
ど

支
給
額　

●
０
〜
２
歳
＝
１
万
５
０
０

０
円　

●
３
歳
〜
小
学
６
年
＝
第
１
子
・

２
子
は
１
万
円
、
第
３
子
以
降
は
１
万

５
０
０
０
円　

●
中
学
生
＝
１
万
円

●
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
方
＝
５
０

０
０
円　

＊
い
ず
れ
も
、
子
ど
も
１
人
当
た
り
の

月
額
で
す
。

届
け
出
が
必
要
な
と
き　

●
転
入
・
転

出
す
る　

●
市
内
で
転
居
す
る　

●
出

生
な
ど
で
手
当
の
額
が
増
額
す
る　

●

手
当
の
額
が
減
額
す
る　

●
手
当
の
支

給
が
終
わ
る　

●
子
ど
も
が
児
童
福
祉

施
設
な
ど
に
入
・
退
所
す
る　

●
受
給

者
が
公
務
員
に
な
る
・
公
務
員
で
な
く

な
る　

●
未
成
年
後
見
人
や
父
母
指
定

者
で
な
く
な
る　

●
海
外
留
学
の
期
間

が
３
年
を
超
え
る
、
日
本
に
戻
る　

●

受
給
者
や
子
ど
も
の
名
前
が
変
わ
る

＊
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た
月
分

の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

＊
公
務
員
は
、
勤
務
先
で
申
請
・
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問合せ　行政推進課（内線841）

■提案の方法
市民政策提案書と市民政策提案者署名簿を提出して
ください。
〈提案書に記載するもの〉
●市政の現状と課題　●提案する意見の内容　
●期待される効果　など
＊提案書と提案者署名簿の様式は、行政推進課と各
出張所、団地住民センター、エルフィンパーク、図
書館、東記念館、夢プラザにあります。市のホーム
ページ「申請書ダウンロード→行政推進課」からも
印刷できます。

■提案の検討
　提案された意見は、さまざまな観点から総合的に
検討します。原則として提案を受けた日から90日以
内に、結果を回答・公表します。

政策などの名称／担当課 市民参加の方法 予定時期

総合計画（推進計画）の進行管理
　　　　　　　　／政策調整課（内線771）

総合計画推進委員会 ４月から
市民意識調査 ９月
パブリックコメント 12月

公共施設適正配置計画基本方針の策定　　
　　　　　　　　／政策調整課（内線685）パブリックコメント 12月

行財政改革大綱・実行計画の策定
　　　　　　　　／行政推進課（内線881）

行財政改革推進委員会 ４月から
パブリックコメント 10月

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に
関する基本計画の策定／行政推進課（内線841）

男女共同参画推進委員会 ６月から
パブリックコメント 12月

平成27年度当初予算の作成／財政課（内線626）パブリックコメント 12月
土地利用計画制度の見直し
　　　　　　　　／都市計画課（内線762）

都市計画審議会 ４月から
パブリックコメント 27年１月

地域防災計画・水防計画の見直し
　　　　　　　　／危機管理課（内線648）

パブリックコメント 27年１月
防災会議 27年2月から

犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計
画の見直し　　　　　／市民課（内線700）

犯罪のない安全で安心
なまちづくり推進会議 ８月から

パブリックコメント 27年１月

地球温暖化対策実行計画の策定
　　　　　　　　　　／環境課（内線634）

アンケート調査 ６月
環境審議会 ７月から
パブリックコメント 12月

地域福祉計画・障がい者福祉計画・障がい
福祉計画の策定　　　／福祉課（内線800）

保健福祉計画検討委員会 ６月から
アンケート調査 ７月
パブリックコメント 12月

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の
策定　　　　　／高齢者支援課（内線818）

保健福祉計画検討委員会 ７月から
パブリックコメント 27年１月

介護支援ボランティア制度実施要綱の策定
　　　　　　　／高齢者支援課（内線805）パブリックコメント ５月

介護予防支援及び地域包括支援センターに
関する条例の制定
　　　　　　　／高齢者支援課（内線818）

地域包括支援センタ
ー運営協議会 10月

パブリックコメント 11月

健康づくり計画の策定
／健康推進課（内線809）

保健福祉計画検討委員会 ６月から
アンケート調査 ７月
パブリックコメント 12月

新型インフルエンザ等対策行動計画の策定
　　　　　　　　／健康推進課（内線807）パブリックコメント ５月

子ども・子育て支援事業計画の策定
　　　　　　　　／児童家庭課（内線801）

子ども・子育て会議 ４月から
パブリックコメント ８月

子どもの権利推進計画の策定
　　　　　　　　／児童家庭課（内線615）

子どもの権利推進委員会 ４月から
アンケート調査 ６月
パブリックコメント 12月

住生活基本計画の策定／建築課（内線755）
住生活基本計画策定
検討委員会 ５月から

アンケート調査 ７月
パブリックコメント 12月

有害鳥獣被害防止計画の策定／農政課（内線850）パブリックコメント ５月
農業振興地域整備計画の見直し／農政課（内線850）パブリックコメント 10月
水道事業財政計画の策定
　　　　　　　　　　／業務課（内線873）

水道事業経営審議会 ９月から
パブリックコメント 11月

（仮称）消防長及び消防署長の資格を定める
条例の制定／消防本部総務課（☎373-3100）パブリックコメント ７月

　平成26年度の予定事業は、右表のとおりです。
　実施時期は変更することがあります。詳しくは、各担
当課にお問い合わせください。
〈今月の市民参加・パブリックコメント〉
●北広島市火災予防条例の一部改正
　多数の方が集まる催しでの火気器具などの取り扱いや、
防火管理体制を構築します。
＊条例案の内容や結果などは、担当課と各出張所、団地
住民センター、エルフィンパーク、図書館、東記念館、
夢プラザ、市のホームページ「パブリックコメント」で
ご覧になれます。
提出方法　４月30日までに、自由様式に住所・氏名・電
話番号・意見を記入し、直接か郵送、ファクス、電子メ
ールで消防本部予防課（〒061‒1132北進町１丁目3-1・FAX
373-3611・電子メール119yobou@city.kitahiroshima.hok
kaido.jp・☎373-9119）

市民参加条例に基づく

募集します

　市民の皆さんが自発的に、市の政策などについて具体
的な意見を提案できる制度です。
■提案の条件

市民参加条例第５条第２項の第１～５号のいずれか
に該当するものは提案できません。
＊軽易なものや緊急を要するもの、市の内部事務処
理に関するもの、法令の規定で実施の基準が定めら
れているものなどが、これに当たります。

提案者を含む市民10人以上の署名が必要です。
年齢制限はありません。
10人以上の署名があれば、小・中学生もＯＫ！


